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28行＝15.777
29行＝14.641
30行＝13.587
31行＝12.6
32行＝11.677
33行＝10.813
34行＝10（標準）

35行＝9.235
36行＝8.514
37行＝7.833

１段の横幅は72㎜
　＝１段幅の写真の横幅も72㎜
２段通しの場合は１行39文字
段間は12㎜（３文字分）
２段全体の横幅は156㎜で変わらず
　１段目のセンター（Ｘ座標）　49㎜
　２段目のセンター（Ｘ座標）　133㎜
インデントは4㎜単位で考える

キャプションは13級で変わらず

１．はじめに
　平成28年４月に発生した熊本地震よ

り１年を迎えますが、被災された方々に

は未だ以前の生活環境を取り戻すよう取

り組まれている方々もおられ、改めて心

からお見舞いを申し上げるとともに、早

期の復興をお祈りいたします。

　本協会では、大規模な災害が発生し、

下水道施設が被災した際、被災した自治

体単独では対応が困難な場合に備えて、

都道府県を越える広域的な下水道事業関

係者間の支援体制を整えておくことを目

的に「下水道事業における災害時支援に

関するルール」（全国ルール）を制定し

ています。

　また、全国ルールとは別に、東京都及

び政令指定都市（大都市）を対象に、「下

水道災害時における大都市間の連絡・連

携体制に関するルール」（大都市ルール）

があり、大都市及び他の都市が同時に被

災した場合には、全国ルール及び大都市

ルールを調整しながら迅速に対処するこ

ととしています。

　熊本地震での知見や経験を踏まえ、昨

年12月に「全国ルール」を改定しまし

たので、その検討経過及び改定概要を報

告いたします。

２．全国ルールの概要
　全国ルールでは、都道府県内において

以下の事態が生じた場合には、被災した

区域を所管する下水道対策本部を都道府

県に設置し、被災状況及び支援要請の取

りまとめ、支援計画の立案、支援先割振

りの調整等を行うこととしています。

　（下水道対策本部の設置要件）

◆震度６弱以上の地震が発生した場合

◆震度５強以下の地震等により、下水

道施設が被災した自治体から支援要

請を受けた場合　など

　下水道対策本部は、都道府県の下水道

担当課長を本部長とし、災害時支援ブ

ロック連絡会議（図１参照）幹事の都道

府県、ブロック内の大都市、日本下水道

事業団、日本下水道協会及び下水道関係

団体等を本部員とし、ブロック内での対

応が困難で広域的な支援（広域支援）が

必要な場合には、被災したブロック以外

のブロック連絡会議幹事の都道府県、災

害時支援活動の経験を有する都市等を本

下水道事業における災害時支援に関するルール
（全国ルール）の改定について

公益社団法人日本下水道協会　
技術研究部技術指針課　本田　康人　
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部員に追加することができます。

３．熊本地震発災初期における全国ルー
ルの適用状況

　４月1４日に発生した前震（マグニ

チュード6.5、最大震度７）を受け、熊

本県では、全国ルールに基づき、熊本県

下水環境課長を本部長とする下水道対策

本部が熊本県下水環境課内に設置され、

情報収集及び情報発信が開始されまし

た。

　その後、16日の本震（マグニチュー

ド7.3、最大震度７）を受け、熊本県及

び国土交通省による調整の結果、本震翌

日の17日に国土交通省、日本下水道事

業団、福岡県、福岡市、北九州市、日本

下水道協会が下水道対策本部に参集し、

熊本県庁内に下水道現地支援本部を立ち

上げ、復旧に向けた支援（支援要請の取

りまとめ、支援計画の立案、支援先割振

りの調整等）に取りかかりました。

　なお、熊本市を除く熊本県内の市町の

支援においては、ブロックを跨いでの広

域支援は行わず、福岡市及び北九州市を

含め、九州ブロック内の自治体のみで支

援（一次調査、二次調査、災害査定資料

作成等）を行いました。

４．熊本地震を踏まえた全国ルールにお
ける課題

　熊本地震の被災県である熊本県及び九

州ブロック幹事県である福岡県に赴いて

のヒアリング、現地で応援活動を行った

（公社）日本下水道管路管理業協会や（一

社）全国上下水道コンサルタント協会、

主に給水装置の復旧作業を行った全国管

工事業協同組合連合会へのヒアリング及

びブロック連絡会議へのアンケート等の

図１　災害時支援ブロック連絡会議のブロック割
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結果、次のような従来ルールの課題が見

えてきました。

○全国ルールと大都市ルールの調整

　熊本地震では、ブロック内大都市であ

る福岡市及び北九州市は、主に全国ルー

ルに基づいて熊本市以外の市町を支援し

ており、今後、被災ブロック内の大都市

の扱いをどのようにするか。

○現地支援本部の位置付け

　従来ルールでは、明確に現地支援本部

が位置付けられていなかったため、指揮

命令系統や費用等の取扱いで議論が生じ

たとの報告もあり、現地支援本部の位置

付けをどのようにするか。

○下水道対策本部の役割分担

　従来ルールでは、解説の参考に「応援

活動の役割分担（例）」として記載はあ

るが、熊本地震を踏まえ、その精査が必

要か。

○国土交通省の役割

　従来ルールでは、国土交通省の役割と

して、第９条に「災害支援が円滑かつ迅

速に実施できるよう総合調整を行う」と

規定しているが、より具体的な役割まで

記載すべきか。

５．全国ルール改定に向けた検討
　全国ルール第15条に「全国ルールの

改定は、（公社）日本下水道協会に常設

してある「災害時支援に関する検討委員

会」で行い、改定した場合は、全国代表

者連絡会議に報告するものとする。」と

規定しているため、平成28年10月に東

京都下水道局流域下水道本部計画課長を

委員長とした本検討委員会を東日本大震

災後から約４年半ぶりに開催し、全国

ルール改定に向けた検討・審議に着手し

ました。なお、本検討委員会には、熊本

地震での被災都市の経験を踏まえた意見

等が十分に反映できるよう、熊本県、熊

本市及び福岡市に特別に参画して頂きま

した。

　事務局では改定案を作成するに当たっ

て、以下の基本的な考え方に基づき検討

を進めました。

写真１　災害時支援に関する検討委員会
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　〈改定案作成の基本的な考え方〉

◆熊本地震での知見・経験をしっかり

と反映する。

◆調査、応急対策及び応急復旧から災

害査定までを、より円滑かつ迅速に

行えるよう改善する。

◆緊急時に多くの関係者が使用する上

で、混乱が生じないよう明確な表現

に努める。

◆様々な事態に対して柔軟に対応でき

るようルールで縛り過ぎず、従来

ルールを踏襲しつつ必要最小限の改

定とする一方、解説を充実する。

６．全国ルールにおける主な改定概要
　「災害時支援に関する検討委員会」を

２か月間に計２回開催するなど、比較的

短期間で集中的に審議した結果、平成

28年12月に全国ルールを改定（但し、

解説は平成29年２月改定）しました。

　ここでは、その主な概要を紹介します。

　なお、全国ルールの詳細については、

本協会のHP（http：//www.jswa.jp/21AIr）

をご参照ください。

○支援調整隊の位置付け

・従来ルールでは、現地支援本部が位置

付けされておらず、委員会でも位置付

けの要望があり、費用負担を下水道対

策本部と同様とすること、支援の総括

者は従来ルールと同様に下水道対策本

部長が望ましいこと等を考慮し、下水

道対策本部内に設置することができる

ことを追加。

・名称に関しては、現地支援本部では下

水道対策本部と「本部」が重複するこ

と、下水道対策本部内での現地の表現

は、災害が起きている現場をイメージ

するため相応しくないことを考慮し、

支援調整隊に名称を変更。

・リーダーシップを発揮しやすいよう、

隊長は、下水道対策本部に参集した国

土交通省の職員が担い、機動的かつ効

率的に活動できるよう、隊員は、隊長

が必要に応じて指名することを追加。

○「全国ルール」と「大都市ルール」と

の関連

・熊本地震において、ブロック内大都市

である福岡市及び北九州市が、主に全

国ルールに基づいて熊本市以外を支援

したことを踏まえ、被災ブロックの大

都市のうち、被害が少ない大都市があ

る場合、その大都市は、全国ルールに

基づき大都市以外の支援も行うことを

追加。

○BCPの見直し・訓練

・被災後の早期復旧・復興を促進するた

め、各自治体は下水道BCPを適切に

見直していくこと、また、初動時の迅

速かつ的確な対応が重要であることか

ら、下水道BCPに基づく初動訓練を

行うことも重要であることを追加。



〈全管連ジャーナル〉2017.４

—　—8

〈全管連ジャーナル〉2017.４

28行＝15.777
29行＝14.641
30行＝13.587
31行＝12.6
32行＝11.677
33行＝10.813
34行＝10（標準）

35行＝9.235
36行＝8.514
37行＝7.833

１段の横幅は72㎜
　＝１段幅の写真の横幅も72㎜
２段通しの場合は１行39文字
段間は12㎜（３文字分）
２段全体の横幅は156㎜で変わらず
　１段目のセンター（Ｘ座標）　49㎜
　２段目のセンター（Ｘ座標）　133㎜
インデントは4㎜単位で考える

キャプションは13級で変わらず

○関連団体との連携強化

・熊本地震では、二次調査において管路

協と水コン協が連携しながら作業する

ことによって、二次調査結果の整理を

効率的に実施した事例（図２参照）を

追加。

・協定が未締結の自治体においても、今

後、協定の締結、契約方法の検討等、

平常時から関連団体との連携を一層図

ることが望まれることを追加。

○排水設備の点検に向けた取組

・熊本地震において、下水道は使用でき

るが、排水設備の点検が行われなかっ

たためトイレが使用できなかった事例

を踏まえ、避難所などの重要施設に限

定し、管工事組合と事前に協定を締結

すること等の方策が考えられることを

追加。

７．おわりに
　全国ルールは、全国の自治体や国、関

連団体等の自助・共助の精神から成り立

つ災害時に係る基本的な枠組みであり、

全国ルールを活用することにより、下水

道関係者が一体となって災害時の迅速な

支援を行うことが可能であると考えてい

ます。本協会では、人事異動等で担当者

が代わった場合でも大地震などの災害が

発生した際に、より円滑かつ迅速に対応

できるよう、今後も引き続き全国ルール

の周知に取り組んでいきます。

図２　熊本地震における二次調査作業体制の例


